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１‐２‐２ 検討課題 

 検討課題 

栄養機能食品制度は、2001年に創設され、2004年に３種類の栄養成分、2015

年に３種類の栄養成分がそれぞれ追加され、現在は、食品表示基準において 20

種類の栄養成分が定められている。しかしながら、栄養成分の機能表示は、制

度創設以降、見直しが行われていない。 

制度創設時、栄養機能食品の栄養成分の機能表示は、日本人の食事摂取基準

の前身の「第六次改定日本人の栄養所要量－食事摂取基準－」等に基づき設定

されており、現行の「『日本人の食事摂取基準（2020 年版）』策定検討会報告

書」（令和元年12月「日本人の食事摂取基準」策定検討会、以下、「日本人の

食事摂取基準（2020 年版）」という。）に記載された機能のエビデンスとかい

離が生じていることが「令和元年度栄養素等表示基準値の改定に関する調査事

業報告書（令和２年４月 消費者庁）」において指摘されている。 

 

 

 諸外国の動向を検討する際の対象成分 

日本人の食事摂取基準（2020 年版）においては、摂取不足の回避を目的とし

て推定平均必要量1を設定し、推定平均必要量を補助する目的で推奨量2を設定

している。また、十分な科学的根拠が得られず、推定平均必要量と推奨量を設

定できない場合は、目安量3を設定している。 

そのため、本事業において諸外国の動向を検討する際には、推定平均必要量

を設定している栄養成分、目安量を設定している栄養成分から、それぞれ１種

類を対象成分と決定した。 

これを踏まえ、本事業において検討対象とする栄養成分は、推定平均必要量

を設定しているビタミンＣ及び目安量を設定しているビタミンＥの２種類とし

た。なお、ビタミンＣ及びビタミンＥについては、上述の「令和元年度栄養素

等表示基準値の改定に関する調査事業報告書」において、機能表示を見直すべ

き栄養成分として例示されたものである。 

 

  

                         
1 「ある対象集団において測定された必要量の分布に基づき、母集団（例えば、30～49 歳の男性）におけ

る必要量の平均値の推定値を示すものとして「推定平均必要量」を定義する。つまり、当該集団に属す

る 50％の者が必要量を満たす（同時に、50％の者が必要量を満たさない）と推定される摂取量として定

義される。」（日本人の食事摂取基準 2020 年版 p４） 
2 「ある対象集団において測定された必要量の分布に基づき、母集団に属するほとんどの者（97～98％）

が充足している量として「推奨量」を定義する。推奨値は、推定平均必要量が与えられる栄養素に対し

て設定され、推定平均必要量を用いて算出される。」（日本人の食事摂取基準 2020 年版 p４） 
3 「特定の集団における、ある一定の栄養状態を維持するのに十分な量として「目安量」を定義する。十

分な科学的根拠が得られず「推定平均必要量」が算定できない場合に算定するものとする。」（日本人

の食事摂取基準 2020 年版 p５） 
4 https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fwor

kspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXG%2B23-1997%252FCXG_023e.pdf（2022 年

３月 31 日アクセス） 
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３. 栄養成分の機能表示の見直し方針に係る検討 

 

３‐１ 栄養成分の機能表示の見直し方針 

本事業では、過去における栄養機能食品の基本的な考え方を踏まえつつ、原

著論文等に基づく見直し方針及び日本人の食事摂取基準に基づく見直し方針を

取りまとめた。 

 

３‐１‐１ 過去における栄養機能食品の基本的な方針 

これまでの2001、2005、2014年における栄養機能食品の基本的な考え方は、

それぞれ次の（１）～（３）に示すとおり。 

 

 保健機能食品制度の創設について（抜粋）（平成13年３月27日付け医

薬発第 244 号） 

保健機能食品制度における表示は、次の基本的考え方に基づいて定めてい

ること。 

 

① 国の栄養目標及び健康政策に合致したものであること。 

② 栄養成分の補給・補完又は特定の保健の用途に資するもの（身体の機能

や構造に影響を与え、健康の維持増進に役立つものを含む。）であるこ

とを明らかにするものであること。 

③ 表示の科学的根拠が妥当なものであり、かつ、事実を述べたものである

こと。 

④ 過剰摂取や禁忌による健康危害を防止する観点から、適切な摂取方法等

を含めた注意喚起表示を義務づけること。 

⑤ 食品衛生法（昭和 22 年法律第 233 号）、栄養改善法（昭和 27 年法律第

248 号）、薬事法（昭和 35 年法律第 145 号）等の法令に適合するもので

あること。 

⑥ 医薬品等と誤認しないよう、保健機能食品（栄養機能食品又は特定保健

用食品）である旨を明示するとともに、疾病の診断、治療又は予防に関

わる表示をしてはならないこと。 

 

 「健康食品」に係る制度に関する質疑応答集について（抜粋）（平成

17 年２月 28 日付け食安新発第 0228001 号、厚生労働省医薬食品局食品安全

部基準審査課新開発食品保健対策室長通知） 

栄養機能食品の表示の対象となる栄養成分は、人間の生命活動に不可欠な

栄養素であって科学的根拠が医学的・栄養学的に広く認められ確立されたも

のであり、現在の科学的知見においてはビタミン・ミネラルを指す。 

 

 消費者委員会食品表示部会（第 33 回）議事概要（平成 26 年 10 月 15

日） 

当時の栄養表示基準では、「身体の健全な成長、発達、健康の維持に関す

る表現」が認められているところ、新たに制定する食品表示基準においても
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同様の考え方とし、このうち「日本人の食事摂取基準」策定検討会報告書に

記載されている機能とする。 

 

３‐１‐２ 原著論文等に基づく見直し方針 

日本人の食事摂取基準（2020 年版）に記載されている機能以外の表現につい

て、新たな機能の科学的根拠（原著論文）9が確認できる場合又は EU 等の諸外

国で認められている機能表示の表現がある場合は見直しの対象となり得る。更

に、対象となり得る表現の選定にあっては、①当該機能が、栄養機能食品の１

日当たりの摂取目安量の下限値及び上限値の範囲内の摂取量により認められて

いること、②反証となる原著論文等が存在しないこと、③当該栄養成分と比較

して、他の栄養成分の欠乏や生活習慣などが、当該栄養成分の欠乏による症状

の回避に対して明らかに寄与することがないこと、の３点をすべて確認できる

ものについて、新たな栄養成分の機能表示として追加を検討する。 

 

 

３‐１‐３ 日本人の食事摂取基準に基づく見直し方針 

栄養機能食品制度の創設時の基本的な考え方である「国の栄養目標及び健康

政策に合致したものであること。」に基づき、日本人の食事摂取基準（2020 年

版）に記載されている機能の表現については、今回の栄養機能食品における栄

養成分の機能表示の見直しの対象となり得る。しかしながら、当該報告書に記

載されている機能の表現であっても、動物を対象とした研究であるもの10、疾

病の予防であるもの（生活習慣病の発症予防を含む）11については、栄養成分

の機能表示の対象外とする。 

また、ある栄養成分の欠乏による症状を回避するもの12についても、単に当

該栄養成分の欠乏による症状を回避することを機能として表示した場合に、当

該栄養成分と比較して、他の栄養成分の欠乏や生活習慣などが、表示した症状

の回避に対して明らかに寄与することがあり、消費者及び食品関連事業者の双

方に誤認を与える可能性があることから、栄養成分の機能表示の対象外とする。 

なお、日本人の食事摂取基準（2020 年版）は、国民の健康の保持・増進、生

活習慣病の予防のために参照するエネルギー及び栄養素の摂取量の基準を示す

ものであって、同報告書に記載されている機能の表現については、食品表示制

度における活用までを視野に入れて取りまとめられたものではないことに留意

が必要である。そのため、栄養機能食品における栄養成分の機能表示にあって

は、日本人の食事摂取基準（2020 年版）に記載されている機能の表現を基本と

しつつ、その機能の表現の範囲内において消費者及び食品関連事業者が容易に

理解できる表現となるよう留意する。 

                         
9 科学的根拠（原著論文）とは、単に１つの調査による観察研究や介入試験によって示されたものではな

く、PRISMA 声明に準拠したシステマティック・レビュー等が想定される。 
10 「動物におけるビタミンＥ欠乏実験では、不妊以外に、脳軟化症、肝臓壊死、腎障害、溶血性貧血、筋

ジストロフィーなどの症状を呈する。」などの記載（日本人の食事摂取基準 2020 年版 p188） 
11 「ビタミンＣには抗酸化作用があり、心臓血管系の疾病予防効果が期待できる。」などの記載（日本人

の食事摂取基準 2020 年版 p244－245） 
12 「壊血病の症状は、疲労倦怠、いらいらする、顔色が悪い、皮下や歯茎からの出血、貧血、筋肉減少、

心臓障害、呼吸困難などである。」などの記載（日本人の食事摂取基準 2020 年版 p244） 
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３‐２ 栄養成分の機能表示の見直し方針以外の整理 

３‐２‐１ 栄養成分の機能表示の文末表現の整理 

現行の栄養機能食品の栄養成分の機能表示の文末表現については、「～を助

ける栄養素です。」や「～に必要な栄養素です。」等、栄養成分ごとに複数の

文末表現の類型（表３‐２‐１）が存在している。しかしながら、その考え方

について、これまで系統立てた整理がなされていないことから、次の（１）～

（２）に示すとおりに整理する。 

また、栄養成分の持つ機能については、①当該栄養成分のみを補給・補完し

ても機能を発揮できないものがあること及び②同じような機能を持つ栄養成分

が複数存在することに留意する必要がある。そのため、文末表現を整理する際

には、消費者及び食品関連事者に当該機能を持つ栄養成分のひとつである旨を

分かりやすく伝えるため、現行の「栄養素です。」を「栄養素のひとつです。」

と改めることと整理する。 

 

 当該栄養成分が補酵素等の役割を果たすことで代謝経路等に影響する

場合 

当該栄養成分が補酵素等の役割を果たすことで代謝経路等に影響する場合13

については、「～を助ける栄養素のひとつです。」を栄養成分の機能表示の文

末表現とする。なお、具体的な機能等が、消費者及び食品関連事業者の双方に

とって理解しにくい表現である場合にあっては、「～の健康維持を助ける栄養

素のひとつです。」とする。 

 

 当該栄養成分が組織や器官の主な構成要素である場合 

当該栄養成分が組織や器官の主な構成要素である場合14（代謝経路等におい

て主な構成要素である場合を除く）については、消費者及び食品関連事業者に

構成要素である旨を分かりやすく伝えるため「～を作るのに必要な栄養素のひ

とつです。」を栄養成分の機能表示の文末表現とする。 

 

                         
13 「亜鉛は、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。」「ビタミンＢ12は、赤血球の形成を助ける栄

養素です。」などの表現（食品表示基準 別表第 11 第３欄） 
14 「カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です。」「鉄は、赤血球を作るのに必要な栄養素で

す。」などの表現（食品表示基準 別表第 11 第３欄） 
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４. 今後の課題 

 

４‐１ 栄養機能食品制度について 

 

 栄養機能食品の実態把握の必要性 

①  消費者における栄養機能食品の利用実態の把握 

栄養機能食品制度を我が国の健康政策の中でより効果的に活用するためには、

当該栄養成分の摂取量状況、不足している者にはどのような特性（性別・年齢）

があるのか等を把握する必要がある。 

消費者庁では毎年消費者意向調査を行い、保健機能食品の認知状況、栄養機

能食品等３種類の制度の理解状況、摂取状況、参考とする表示事項等を把握し

ている。しかしながら、この調査では栄養機能食品が、個人の栄養成分の補

給・補完にどの程度寄与しているのか、実際の消費行動とどのように関連して

いるのか等の栄養機能食品の利用実態を把握することはできない。 

栄養機能食品の利用実態を把握するためには、栄養成分毎の摂取状況や不足

者の割合及び１日当たりの栄養成分摂取量に占める栄養機能食品からの摂取割

合を把握する必要があり、関係省庁と連携した取り組みが必要である。 

 

②  栄養機能食品の市場実態の把握 

栄養機能食品制度は、個別の許可申請等を行う必要がない自己認証制度であ

り、どのような商品が、どのような栄養成分を含有し、どのような対象者に向

けて販売されているか等の市場実態を把握するような仕組みがない。 

 

 

 栄養機能食品制度の在り方の検討 

①  機能表示を行っている栄養成分以外の栄養成分の含有量の整理 

栄養機能食品の中には、機能を表示する栄養成分以外の栄養成分の含有量が、

栄養機能食品の上限値を超過しているものもあるため（例えば、ビタミンＣに

関する栄養機能食品において、その他の栄養成分であるビタミンＤ等の含有量

が、当該栄養成分の栄養機能食品の上限値を超えている場合など。）、機能を

表示する栄養成分以外の栄養成分の過剰摂取による健康障害のリスクが懸念さ

れる。そのため、消費者の利用実態や市場実態を把握する必要がある。 

 

②  摂取をする上での注意事項の見直し 

栄養機能食品においては、摂取をする上での注意事項として「本品は、多量

摂取により疾患が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日

の摂取目安量を守ってください。」との注意喚起表示をしなければならない。

更に、日本人の食事摂取基準（2020 年版）において耐容上限量が設定されてい

る栄養成分では、継続的な過剰摂取によって健康障害が生じるリスクを避ける

観点から、「過剰摂取とならないよう注意してください。」等の表示を行う必

要があるものもある。しかしながら、現行の摂取をする上での注意事項では、

ある栄養成分の多量摂取には単に利点がないと認識させる情報を付与させるだ
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けとなっているため、1 日の摂取目安量が表示されてはいるものの、消費者の

正しい理解や判断に繋がっていないのではないかと指摘された。そのため、栄

養機能食品における、摂取をする上での注意事項の見直しについても、今後検

討すべき課題の１つである。 

 

③  栄養機能食品、特定保健用食品及び機能性表示食品の役割の整理 

保健機能食品は、いわゆる健康食品とは明確に区別されるべきであるため、

栄養機能食品、特定保健用食品及び機能性表示食品の違いについて、消費者や

食品関連事業者に正しい理解が促進されるような取組が求められる。 

 

 

 普及啓発の必要性 

消費者への普及啓発の必要性 

2020 年度に消費者庁が実施した「令和２年度食品表示に関する消費者意向調

査」においては、栄養機能食品の認知について「どのようなものか知っている」

と回答した者は 16.5％、利用については「現在摂取している」と回答した者は

13.4％となっており、消費者に十分認知されているとは言い難く、正しい利活

用に結びついていない状況にある。 

消費者がより栄養機能食品を認知し、当該食品の利用者が適切に利活用でき

るよう、より一層の普及啓発が望まれる。 
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５. おわりに 

 

本事業では、栄養機能食品における栄養成分の役割を表す機能表示の文言の

見直し方針を整理した。本事業における見直し方針を踏まえて、栄養成分の機

能表示の最新の科学的根拠を確認した上で、食品表示基準の改正の要否を検討

する必要がある。 

なお、日本人の食事摂取基準は５年毎に改定されることから、栄養機能食品

における栄養成分の機能表示については、最新の科学的根拠に基づく定期的な

見直しを実施する必要がある。 

 

 

 

  





 

－ 概要 1 － 

栄養成分の機能表示等に関する調査・検討事業の概要 

 

背景と目的 

栄養機能食品制度は 2001 年に創設され、現在は、食品表示基準（平成 27 年

内閣府令第 10 号）において 20 種類の栄養成分が定められている。この制度創

設以降、機能の表示をすることができる栄養成分の追加及び栄養成分の下限値

の見直しは行われてきたが、栄養成分の機能表示は見直しが行われていない。 

本事業では、栄養成分の機能表示の見直しに係る検討に資するため、栄養機

能食品における栄養成分の役割を表す機能表示の文言の見直し方針を整理した。 

 

 厚生労働省が策定した日本人の食事摂取基準（2020 年版）、コーデック

ス委員会（Codex Alimentarius Commission）が策定した基準及びガイド

ライン、欧州連合（以下「EU」という。）等で認められている栄養成分

の機能に関する情報、その他の科学的知見等を整理。 

 上述を踏まえ、検討委員会を設置し、栄養成分の機能表示の見直し方針

を整理した。 

 

 

１．栄養成分の機能表示の見直し方針に係る検討 

過去における栄養機能食品の基本的な考え方を踏まえつつ、原著論文等に基

づく見直し方針及び日本人の食事摂取基準に基づく見直し方針を取りまとめた。 

 

 原著論文等に基づく見直し方針 

 「『日本人の食事摂取基準（2020 年版）』策定検討会報告書」（令和元

年 12 月「日本人の食事摂取基準」策定検討会、以下、「日本人の食事摂

取基準（2020 年版）」という。）に記載されている機能以外の表現につ

いて、新たな機能の科学的根拠（原著論文）が確認できる場合又は EU 等

の諸外国で認められている機能表示の表現がある場合は見直しの対象と

なり得る。更に、対象となり得る表現の選定にあっては、次の３点をす

べて確認できるものについて、新たな栄養成分の機能表示として追加を

検討する。 

① 当該機能が栄養機能食品の１日当たりの摂取目安量の下限値及び上

限値の範囲内の摂取量により認められていること。 

② 反証となる原著論文等が存在しないこと。 

③ 当該栄養成分と比較して、他の栄養成分の欠乏や生活習慣などが、

当該栄養成分の欠乏による病状の回避に対して明らかに寄与するこ

とがないこと。 

  



 

－ 概要 2 － 

 

 日本人の食事摂取基準に基づく見直し方針 

 日本人の食事摂取基準（2020 年版）に記載されている機能の表現につい

ては、今回の栄養機能食品における栄養成分の機能表示の見直しの対象

となり得る。しかし、以下に該当する機能の表現は対象外とする。 

 動物を対象とした研究であるもの。 

 疾病の予防であるもの（生活習慣病の発症予防を含む）。 

 ある栄養成分の欠乏による症状を回避するもの。 

 

 栄養成分の機能表示の見直し方針以外の整理 

栄養機能食品の栄養成分の機能表示の文末表現を次のとおり整理する。 

 当該栄養成分が補酵素等の役割を果たすことで代謝経路等に影響する場

合、「～を助ける栄養素のひとつです。」とする。なお、具体的な機能

等が、消費者及び食品関連事業者の双方にとって理解しにくい表現であ

る場合、「～の健康維持を助ける栄養素のひとつです。」とする。 

 当該栄養成分が組織や器官の主な構成要素である場合（代謝経路等にお

いて主な構成要素である場合を除く）、「～を作るのに必要な栄養素の

ひとつです。」とする。 

 
 

２．おわりに 

本事業では、栄養機能食品における栄養成分の役割を表す機能表示の文言の

見直し方針を整理した。本事業における見直し方針を踏まえて、栄養成分の機

能表示の最新の科学的根拠を確認した上で、食品表示基準の改正の要否を検討

する必要がある。 

なお、日本人の食事摂取基準は５年毎に改定されることから、栄養機能食品

における栄養成分の機能表示については、最新の科学的根拠に基づく定期的な

見直しを実施する必要がある。 

 
 


